
令和５年４月１日現在

管理番号　選管ー１　

個人情報ファイルの名称 選挙人名簿ファイル

市の機関の名称 安城市選挙管理委員会

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称
選挙管理委員会（総務部行政課）

個人情報ファイルの利用目的 公職選挙法に基づき、選挙人名簿を調製する。

記録項目

【市内居住者】

１投票区ごとの名簿番号、２氏名、３住所、４行政区、５

生年月日、６年齢、７性別、８続柄、９個人番号、１０世

帯番号、１１刑事事件に関する手続きの実施、１２選挙権

の有無、１３入場券の返戻の有無、１４転出状況照会の有

無、１５投票の状況、１６支援措置手続きの実施の有無、

１７名簿登録年月日

続きは別紙１

記録範囲 選挙人名簿登載者

記録情報の収集方法 市民課からの住基情報

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む

記録情報の経常的提供先

【当該機関内】ー

【当該機関外】公職選挙法（昭和２５年第１００号）第２

８条の２及び第２８条の３に定められるもの

開示請求等を受理する組織の名称及び所在

地

【名称】安城市選挙管理委員会（総務部行政課）

【所在地】446-8501

　　　　　安城市桜町１８番２３号

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等

１～５、及び６の各記録項目の内容については、公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第２７条第３号に基づき

訂正が可能である。

■法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

　政令第２１条第７項に該当するファイル　■有　□無

□法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

備考 ー

個人情報ファイルの種別

個人情報ファイル簿



記録項目（別紙）

【転出者】

１投票区ごとの名簿番号、２氏名、３住所、４行政区、５生年月日、６年齢、７性別、８続柄、

９個人番号、１０世帯番号、１１刑事事件に関する手続きの実施、１２選挙権の有無、１３入場

券の返戻の有無、１４転出状況照会の有無、１５投票の状況、１６支援措置手続きの実施の有

無、１７名簿登録年月日、１８転出先の住所、１９転出届出日、２０転出予定日、２１異動事

由、２２抹消年月日、２３抹消予定年月日、２４表示年月日

【失権者】

１投票区ごとの名簿番号、２氏名、３住所、４行政区、５生年月日、６年齢、７性別、８続柄、

９個人番号、１０世帯番号、１１刑事事件に関する手続きの実施、１２選挙権の有無、１３入場

券の返戻の有無、１４転出状況照会の有無、１５投票の状況、１６支援措置手続きの実施の有

無、１７名簿登録年月日、１８失権者に該当した年月日、１９復権見込年月日

【表示登録者】

１投票区ごとの名簿番号、２氏名、３住所、４行政区、５生年月日、６年齢、７性別、８続柄、

９個人番号、１０世帯番号、１１刑事事件に関する手続きの実施、１２選挙権の有無、１３入場

券の返戻の有無、１４転出状況照会の有無、１５投票の状況、１６支援措置手続きの実施の有

無、１７名簿登録年月日、１８転出先の住所、１９転出届出日、２０転出予定日、２１異動事

由、２２抹消年月日、２３抹消予定年月日、２４表示年月日

【郵便投票の対象者】

１投票区ごとの名簿番号、２氏名、３住所、４行政区、５生年月日、６年齢、７性別、８続柄、

９個人番号、１０世帯番号、１１刑事事件に関する手続きの実施、１２選挙権の有無、１３入場

券の返戻の有無、１４転出状況照会の有無、１５投票の状況、１６支援措置手続きの実施の有

無、１７名簿登録年月日、１８郵便投票の資格の有無、１９証明書番号、２０代理記載人、２１

交付年月日、２２有効年月日

【船員投票の対象者】

１投票区ごとの名簿番号、２氏名、３住所、４行政区、５生年月日、６年齢、７性別、８続柄、

９個人番号、１０世帯番号、１１刑事事件に関する手続きの実施、１２選挙権の有無、１３入場

券の返戻の有無、１４転出状況照会の有無、１５投票の状況、１６支援措置手続きの実施の有

無、１７名簿登録年月日、１８船員投票の資格の有無、１９証明書番号、２０交付年月日、２１

有効年月日


